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      令和６年千代田区議会第１回定例会議事速記録（第１５１７号）《未定稿》 

 

◎日  時 令和６年２月２７日（火）午後１時 

◎場  所 千代田区議会議事堂 

◎出席議員（２３人） 

 １番 西  岡 め ぐ み 議員 
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 ４番 小  枝 す み 子 議員 

 ５番 え ご し 雄  一 議員 

 ６番 米  田 か ず や 議員 

 ７番 牛  尾 こうじろう 議員 

 ８番 岩  佐 りょう子 議員 

 ９番 小  野 な り こ 議員 

１０番 池  田 とものり 議員 

１１番 は や お 恭  一 議員 

１２番 春  山 あ す か 議員 

１３番 はまもり か お り 議員 

１４番 白  川    司 議員 

１５番 永  田 壮  一 議員 

１６番 入  山 たけひこ 議員 

１７番 田  中 え り か 議員 

１８番 岩  田 かずひと 議員 

１９番 小  林 た か や 議員 

２０番 林 則  行 議員 

２２番 桜  井 た だ し 議員 

２３番 秋  谷 こ う き 議員 

２４番 おのでら    亮 議員 

２５番 富  山 あ ゆ み 議員 

◎欠席議員（１人） 

１５番 永  田 壮  一 議員 
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環境まちづくり部長  印 出 井 一  美 君 

まちづくり担当部長  加  島 津 世 志 君 

政 策 経 営 部 長 

財産管理担当部長 

 
古  田    毅 君 

デジタル担当部長  村  木 久  人 君 

行政管理担当部長  中  田 治  子 君 

会 計 管 理 者  大  矢 栄  一 君 

総 務 課 長  石  綿 賢 一 郎 君 

企 画 課 長  夏  目 久  義 君 

財 政 課 長  中  根 昌  宏 君 
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教   育   長  堀  米 孝  尚 君 

子 ど も 部 長  亀  割 岳  彦 君 

教 育 担 当 部 長  大  森 幹  夫 君 

（選挙管理委員会事務局） 

選挙管理委員会事務局長  河  合 芳  則 君 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局長  恩  田 浩  行 君 

◎区議会事務局職員 

事 務 局 長  小  川 賢 太 郎 君 

事 務 局 次 長  安  田 昌  一 君 

議 事 担 当 係 長  吉  田 匡  令 君 

議 事 担 当 係 長  石  井 妙  子 君 

議 事 担 当 係 長  河 原 田 元  江 君 

議 事 担 当 係 長  彦  坂 悠  介 君 
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    午後４時１８分 開議 

○議長（秋谷こうき議員） ただいまから令和６年第１回千代田区議会定例会継続会を開会いた

します。 

 この際、会議時間を延長します。 

 議事の都合により、休憩いたします。 

    午後４時１８分 休憩 

    午後６時２６分 再開 

○議長（秋谷こうき議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１を議題にします。 

  ―――――――――――――――――――○――――――――――――――――――― 

 議案第８号 千代田区手数料条例の一部を改正する条例 

                             （企画総務委員会審査報告） 

 

○議長（秋谷こうき議員）小林たかや企画総務委員長から、同委員会の審査経過及び結果につい

て報告をお願いいたします。 

    〔小林たかや議員登壇〕 

○１９番（小林たかや議員） 企画総務委員会に審査を付託されました議案のうち、１議案の審

査経過及び結果を報告いたします。 

 議案第８号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例は、戸籍法の一部改正により、本籍地

の区市町村以外の区市町村においても戸籍証明書の請求等が可能になることに伴い、当該事務に

関する手数料を新たに定めるほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び関係す

る政省令の名称が改正されたことに伴い、条例中に引用する法律等の名称を改めるものです。 

 戸籍証明書等に関する手数料については本年３月１日から、法律等の名称の改正については本

年４月１日から施行するものです。 

 質疑の中で、これまで各自治体に郵送で行っていた戸籍証明書の交付請求が千代田区役所の窓

口で完結できるため、メリットも大きく、利用数も多くなると想定していること。戸籍証明書の

広域交付制度を利用できるのは、本人と配偶者、直系尊属、直系卑属のみであること。広域交付

の利用方法として、相続手続のための戸籍証明書の請求が考えられるが、必要な戸籍を発行する

ためには、現在の戸籍から順を追って一つ一つ確認しながら戸籍を特定するため、１回の請求に

関して９０分程度の時間を要すると想定していること。広域交付に関しては、予約制を導入し、

スムーズな広域交付の発行に努めたいと考えていること、等が明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第８号は賛成全員で可決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上、当委員会に審査を付託されました議案のうち、１議案の審査経過及び結果の報告を終わ

ります。 

○議長（秋谷こうき議員） お諮りします。 
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 ただいま報告のありました、議案第８号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例は、小林

たかや企画総務委員長の審査報告どおり決定したいと思いますが、異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 

 以上で、本日の日程を全て終了しました。 

 次回の継続会は、明日２月２８日の予算特別委員会各分科会の休憩中に開会いたします。 

 ただいま出席の方には、文書による通知はいたしませんので、ご了承願います。 

 散会します。 

    午後６時３０分 散会 


